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子どものこと一緒に
考えませんか？

品川ひろみ 代表子どもの権利救済委員

　子どもが育つために大切な概念の一つとして「自己
肯定感」があります。自己肯定感にはさまざまな定義
がありますが、共通することとして、自分に対する肯定
的な心理的要素、言い換えるならば、ありのままの自
分を肯定する感情だと言えます。
　「自己肯定感」が育まれるのは子ども期です。子ども
の養育者である親との関係が大切であることも知られ
ています。つまり自己肯定感が育まれる土台として愛
着が築かれていることが必要なのです。

　愛着とは子どもと特定の人（養育者）との間に築かれ
る情愛的な絆のことです。愛着がつくられるのは乳児
期ですが、養育者の子どもとのかかわりのなかで、まだ
自分の行動や気持ちをコントロールできない子どもに
代わり、様々な調整をして子どもの心や体を保つこと
を繰り返すことで形成されます。

　子どもは自分が不快な状況にあっても、それを快適
な状況にしてくれる人を特別な人と認識して、「この人
（養育者）がいるから大丈夫」という感覚、言い換えれ
ば心理的な安全基地を持つことになります。それが愛
着の形成です。安全基地を持った子どもは、その後さ
まざまな挑戦をして成長していきます。しかし挑戦し
た結果「うまくいった経験」ばかりではなく、「うまくい
かなかった…」「悲しい…」「残念な…」経験をすること
もあります。そのことが、「自分はうまくできなかった
…」「自分なんかにはできないのではないか」というマ

イナスな考え、いわば自己肯定感の成長を阻むハード
ルとして作用してしまうのです。

　そこで大切なことが、周囲の親や大人のかかわりや
言葉かけです。
　子どもがうまくいかなかった時に、その気持ちを受
けとめることや、子どもが気持ちを切り替えられるよう
な言葉、子どもが頑張っていることを認める言葉など
が、子どもの「自分はダメではないんだ」、「次に頑張れ
ばよいのだ」という気持ちを高め、挑戦し、うまくいっ
た経験をすることで自己肯定感が育まれます。子ども
が「自分は自分でよい」「次に挑戦すればよい」と思え
るように、周囲の親や大人たちが、目の前にいる子ど
もを認めることで、その子がその子らしく育ち、その
子がもつ「よさ」を発揮できるのではないでしょうか。

　電話やLINEでアシストセンターに相談してくれる子
どもの多くは、相談のなかで、その子どもを認め、励ま
すと「気持ちが少し落ち着きました」「やってみます！」
と答えてくれます。 
　親と子どもは、学校やアシストセンターといった第三
者より距離が近いので、そのあたりの励まし方が、難し
いこともあると思います。
　アシストセンターでは、そのような保護者の方の相
談もお受けしています。子育てがうまくいかないと感
じたとき、どうぞご相談ください。

自己肯定感がカギ！
子どもが生き生きと育つために



相談員が丁寧にお話を
聴かせていただきます。
まずはお電話ください！
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　皆さま、こんにちは。令和６年４月から、子どもの権利救
済委員になりました朝倉靖（あさくらやすし）です。
　
　私は弁護士であり、弁護士になって今年で29年目を迎
えます。これまで子どもの権利との関わりでは、少年事件
での付添人活動や、行き場を失った子ども達の居場所づ
くりの活動などに取り組んできました。
　もちろん、弁護士として民事事件、刑事事件、家事事
件、倒産事件など様々な事案を手掛けてきましたが、弁護
士業務の中でも、子ども達と関わった事案は、とりわけ一
件一件思い出深く、思い起こすと一人一人の顔が目に浮
かんできます。

　このたび、子どもの権利救済委員として、日々、子ども達
の支援に携わることになり、大きな責任を感じるとともに、
一生懸命がんばろうという気持で一杯です。
　
　これまで数か月間、救済委員を務めてみて、いろいろな
ことを感じ、考えました。子どもアシストセンターでは、現
在、電話、電子メール、ＬＩＮＥなどでの相談を受け付けて
いますが、このうちの多くはＬＩＮＥ相談 です。相談内容
は、家庭問題、学校問題など多種多様ですが、学校での友
人との関係性や、自分の立ち位置について悩んでいるお子
さんが多いと感じます。

　「どうやって友達に話しかければよいのかわからない」
「心を許せる友達がいないので学校に行きたくない」。こ
のような悩みの本質は、私が子どもだった時代とそれ
ほど変わっていないのかもしれないと思う反面、生ま
れたときからＳＮＳに囲まれた環境にある今の子ど
も達は、周りとのコミュニケーションの仕方が難しく
なっているようにも感じます。
　
　しかし、今も昔も変わらずに大切なのは、子ども達
が悩みを抱え込んでしまわないように、周りの者が真
剣にその声に耳を傾けるということだと思います。特
に大人は、決して「上から目線」になるのではなく、未
来ある子ども達に「敬意」をもって接することがとて
も大切だと感じます。そんな思いで、我々は日々の相
談などに取り組んでいます。
　
　子どもアシストセンターは、「札幌市子どもの最善
の利益を実現するための権利条例（子どもの権利条
例）」に基づいて、子どもに関する相談・救済のために
設置された機関であり、まさに「子どもの最善の利益」
がキーワードです。悩みを抱えた子ども達、それから
保護者の方々、子どもアシストセンターは、みなさん
と一緒に考えていきたいと思います。ぜひ、ご相談く
ださい。

新子どもの権利救済委員ごあいさつ
朝倉靖　子どもの権利救済委員

未来を担う子ども達への敬意を胸に

※LINE相談は子ども専用です。
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